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わが国における血液事薫は,昭和39年申閣護決走以釆.国,地方公共団嵐 日本赤十字杜の三者が-捧とな

-,て献血の推進に取り組んでまいりましたが,その接果国民の暖かいご驚酵とご協力のもと.関床各位のご穿

力により-般の砲血用血液製剤につ善ましてほその全てを献血で賄えるところまで参りました.

しかしながら.血液中の血菜から造られる血渠分画製剤につきましては. -般の医最品と同掛こ取り扱われ.

国内外の民間製薬会社により原料となる血賛や製品が大皇に輪入され.使用皇も膨大のものとなっております.

また,これらは主に.7メリカにおける売血を原料としており.この血液凝固囲子製剤を使用した血友窮患者か

ら多くのエイズ患者が発生したことは記憶に薪しいところであります.

こうした血衆分画製剤の輪入俵存の状態にほ,人体の-部である血液を売箕した嘗利の対象とすることにつ

いての倫援牲の問題,未知のウイルスの藍入という安全性からの間題.また.生命の維持に不可欠な血液製剤

を外国に依存していることによる不安定な供給システムの問題などが内包されているところでありますo

このような戟点から,掛こ緊急瞳の高い血液凝園囲子製荊については,昭和63年未に衆.参両議院において

早期に国内自絵を国るベきである-tの国会決象がなされているところであり,また国民各界.各層の意見を反

映するため厚生省が投置した薪血液事菓推進検討香員会においても,平成元年9月に提出された第-次報告の

中で同様の趣旨が強く述ペられているところであります.

このため,厚生省におtlては,今後,わが国の血液事業は全ての血液製剤を献血により確保することを基本

方針として,今般別紙く柘1のとおり薬務局長より本社長並びに各都遣府県知事あてr血崇分画製剤原料血菜

確保対策についてJ遍知されたところであります.

日本赤十字社といたしましては.従釆からの-般の輪血用血液製剤の安定的確保に全力を注ぐとともに,国

民から負託を受けた献血血液を最後まで有効に藷用するため,昭和58年から推遊して参りました,アルプミン

製剤肴中心とした-部血衆分画製剤の製遣.供給を継続しつつ.今後は,上記適知に基づいて血液狂固因子裂

剤の国内白給達成に向けて. -届の穿カ童ねてまいることといたました.

本牡の血液凝固因子製剤の穀達休制につきましてほ.安全かつ効率の高t1外国の撃造鼓衡を導入することと

し,賓在,国の掃助金を受け,北海道千歳市の血菜分画セン夕-に艶造施設を増設中であります.同時に,血

液事叢が全捧として安定的に運営できる財政対策及ぴ製造された製品が確実に患者に便用されるような国家的

倶給管理捧鍬こついても,国に対し早期の確立を.お頗いしているところであります8

しかしながら.何にも増して重要なことは,献血者の確保.とりわけ成分献血の飛躍的な増大を囲ることで

あり,そのためには国民の-層の理解と協力を得ることが不可欠でありますので,国,砲方公共団体,日赤の

三看が-俸となって新たな血液事菜に対応した献血推遵運勤を尾閑する必要がありますq

ついては,当面の繋急課題とされている血液凝画因子製剤の国内自給を達成するため,赤十字のあらゆる組

耗を活用するほか,地方公共田体との遵洪をより-層鎧化して献血者の確保と成分献血の推達に取り範まれた

く.帝段のご瓦意をお取いします.

また.平成3年掛こおける各血液センタ-別の厩科血菜確保日棲量ほ別蓑く略lのとおりであることを申し

添えます.


